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「防災・安全対策室」の新設に伴う組織変更 

 

 

「防災・安全対策室」の新設に伴い、保安規定に定める「泊発電所の保安に関

する組織」に「防災・安全対策室」を追加するとともに、同規定に定める「泊発

電所の保安に関する職務」に「防災・安全対策室長」の職務として原子力防災対

策および原子炉施設の安全性向上に関する業務の総括であることを追加しまし

た。  
 
 
（参考）  
「泊発電所安全性向上計画（平成２６年度策定）」に基づく下記リスクマネジ

メント体制のうち、泊発電所の体制の赤字箇所を追加しました。  
 

 

 

   

社長 発電本部長

原子力安全・品質委員会

原子力部長

原子力発電安全委員会

原子力運営ＧＬ

泊発電所長

泊発電所安全運営委員会

防災・安全対策

室長

原子炉主任技術者意見具申

安全性向上計画(リスク

評価を含む)審議

マネジメントレビュー※１における報告

土木部長 原子力土木ＧＬ

原子力技術ＧＬ

安全性向上に係る業務(リスク評価を含

む)の統括を行う【役割の明確化】

ＰＲＡの検討・実施

原子力建築ＧＬ

地震・津波のﾌﾗｼﾞﾘﾃｨ※２・ﾊｻﾞｰﾄﾞ※３

評価の実施

安全性向上計画(リスク

評価を含む)審議

泊発電所における安全性向上に係る

業務(リスク評価を含む)の総括を行う

【新規設置】（Ｈ２６年度）

安全性向上計画(リスク評価

を含む)審議

考査役

(原子力監査担当)

監査

リスクマネジメント体制

※１マネジメントレビュー
社長自らが、組織の品質マネジメントシステムの適切性、妥

当性、有効性が維持されていることを評価するもの。
※２フラジリティ評価
地震動や津波による被水・没水・波力等の作用に対して建

屋・機器が損傷する度合いを評価すること。
※３ハザード評価
ある任意地点において将来の一定期間中に襲来するであ
ろう任意の“地震動強さ”（“津波高さ”）と、その強さ（高さ）を

超過する頻度又は確率との関係を評価すること。


